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今
日
、
自
動
販
売
機
の
普
及
は
め
ざ
ま
し
く
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
売
ら
れ
た
各
種
中
身
商
品
の
年
間
売
上
げ
金

額
は
五
兆
四
千
億
円
に
も
達
し
て
お
り
、
国
民
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
を
取
り
巻
く

行
政
の
対
応
に
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
。 

一 

我
が
国
に
お
け
る
自
動
販
売
機
（
以
下
「
自
販
機
」
と
い
う
。
）
の
普
及
台
数
を
過
去
十
年
間
に
わ
た
り
年
度
ご

と
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

最
新
の
自
販
機
普
及
台
数
を
以
下
の
機
種
別
に
分
け
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
自
販
機
普
及
台
数
に

占
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
比
率
も
併
せ
て
示
さ
れ
た
い
。 

① 

飲
料
自
販
機 

よ
っ
て
以
下
の
質
問
を
行
う
。 

自
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行
政
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現
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す
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三 

行
政
管
理
庁
行
政
監
察
局
は
昭
和
五
十
三
年
十
月
に
「
自
動
販
売
機
行
政
の
現
状
と
問
題
点
」
を
発
表
し
て
い

る
。
こ
の
報
告
書
に
は
、
「
自
動
販
売
機
に
よ
る
営
業
許
可
は
、
喫
茶
店
営
業
、
乳
類
販
売
業
等
、
現
行
の
許

可
業
種
に
当
て
は
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
自
動
販
売
機
に
よ
る
営
業
に
関
す
る
食
品
衛
生
上

の
規
定
が
整
備
さ
れ
、
要
許
可
の
食
品
・
飲
料
の
自
動
販
売
機
に
共
通
し
た
規
制
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
一
般

の
飲
食
店
営
業
、
喫
茶
店
営
業
等
と
は
別
の
『
自
動
販
売
機
営
業
』
の
範
ち
ゅ
う
が
確
立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
自
動
販
売
機
に
よ
る
営
業
に
対
す
る
許
可
を
、
食
品
衛
生
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
現
行
の

許
可
業
種
に
当
て
は
め
る
の
で
は
な
く
、
自
動
販
売
機
に
よ
る
営
業
の
実
態
に
即
し
て
、
今
後
新
た
な
許
可
業 

⑤ 

そ
の
他 

④ 

切
符
自
販
機 

③ 

た
ば
こ
自
販
機 

② 
食
品
自
販
機 

四 

 



 

 

五 

種
を
設
定
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
自
販
機
に
よ
る
営
業
を
新

た
な
許
可
業
種
と
し
て
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
関
係
省
庁
そ
れ
ぞ
れ
の
今

日
ま
で
の
対
応
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

行
政
管
理
庁
の
報
告
に
あ
る
「
新
た
な
許
可
業
種
の
設
定
」
は
、
現
在
ま
で
実
現
し
て
い
な
い
。
関
係
省
庁
は

実
態
に
即
し
、
速
や
か
に
自
販
機
営
業
の
業
種
指
定
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
当
局
の
見
解
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


